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平成２１年４月２９日（水）１０時から１８時ま

で、東京の早稲田大学大隅講堂において、

民法（債権法）改正検討委員会（以下、�委
員会�という）主催、早稲田大学大学院法
務研究科共催で、�債権法改正の基本方針�
（以下、�基本方針�という）に関するシ
ンポジウムが催された。以下、概要を報告

する。

【総論に関する報告】

�委員会�委員長である早稲田大学教授
の鎌田薫氏より、�委員会�の概要、設立
趣旨、メンバー（民法学者２６名、商法学者

５名、民訴法学者２名、法務省の民事局参

事官・官房審議官各１名）、性格（学者を

中心とした純粋に私的な委員会であり法務

省の委任を受けたものではないので、今回

提示の改正試案が自動的に法制審議会の審

議の原案あるいは叩き台になるものではな

い。ただし、有力な案として参酌されるも

のと期待している。）等についての説明が

なされた。

�委員会�における審議は合計２６０回に
も及び、その審議内容はホームページ上で

公開されている。

（ http : / / www. shojihomu. or. jp / saikenhou /
indexja.html）
債権法改正を行う必要性につき、�経済
や社会は（民法）制定時の予想を超える大

きな変化を遂げ、また市場のグローバル化

はそれへの対応としての取引法の国際的調

和への動きをもたらした。これら前提条件

の質的変化は、新たな理念のもとでの法典

の見直しを要請している。他方で、法典の

解釈適用の過程で判例は条文の外に膨大な

数の規範群を形成しており、基本法典の内

容について透明性を高める必要性を痛感さ

せている�（�委員会�設立趣意書）との考
えによると述べられた。

また、改正試案の基本理念として、①今

日の、そしてこれからの社会の実情にあっ

た民法、②分かりやすい・透明性の高い民

法、③国際的な動向と調和した民法、が掲

げられた。

改正試案の対象領域は、民法典債権編を

中心とし、必要に応じて総則編等にも及ぶ

ものとする。また、消費者契約法や商法商

行為編の規定について、その改正の要否等

について検討対象に含め、それらのうち�一
般化�されたものを民法に取り込むほか、
取引社会の基本ルールとして重要なものを

民法に�統合�するとのことである。
改正試案の編成は、①現行民法典におけ

る総則・物権・債権・親族・相続の５編編

成を維持する、②法律行為に関する規定は、

総則編に置く、③債権（ただし、不動産賃

借権は除く）の消滅時効に関する規定は債

権時効に再編した上で債権編に置き、その

他の権利の消滅時効および取得時効に関す

る規定は総則編に存置する、④債権編第１

部�契約および債権一般�に、現行法の債
権総則および契約総則に関する規定を一体
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のものとして配置する、⑤債権編第２部�各
種の契約�に各種の典型契約等を置き、法
定債権に関しては第３部に置く、⑥消費者

契約に関する規定のうち不当条項規制に関

しては約款規制とともに債権編第１部の

�契約条項の無効�に関する箇所に置き、
意思表示に関する規定と密接な関連を有す

るものについては、総則編の�意思表示�
に関する節に置く、とされた。

これらを踏まえ、�委員会�によって、
平成２１年３月末に�基本方針�がまとめら
れた。鎌田氏によると、これを機会に法務

省において法制審議会が立ち上げられ、債

権法改正が具体化されることを期待してい

るとのことであった。

�基本方針�は、民法典の配列に従い、
�提案��提案要旨�が掲げられている。
後日、�提案�に対する�解説�も公表さ
れる予定である。

民法（債権法）は膨大であるので、５つ

の準備会に分け、それぞれ検討を進めたと

のことである。以下、各準備会からの報告

を抜粋する。

【第�準備会に関する報告】

第１準備会は�債権の目的��債務不履
行の責任等��契約の効力��契約の解除�
等を担当した。

京都大学教授の潮見佳男氏より、�債務
不履行（履行障害）に関する規律について�
をテーマに報告がなされた。

�基本方針�では、�債権者は、債務者に
対し、債務の履行を求めることができる�
と履行請求権を認めている。その履行請求

に対する障害要件として、同時履行の抗弁

権、不安の抗弁権がある。また、履行を請

求することができない場合として、�不可

能�のほかに�契約の趣旨に照らし合理的
にみて期待不可能�というルールを設けた。
不完全履行につき、債権者に追完請求権

を認め、追完請求をすることが契約の趣旨

に照らし合理的に期待不可能であれば、直

ちに追完に代わる損害賠償請求ができるこ

ととし、債務者からの追完権も新設された。

損害賠償責任の要件については、今まで

の�無過失�を理由とする免責から、�契
約で引き受けていなかった事由による不履

行�を理由とする免責へと最近の契約責任
学説を取り入れる変更を提案した。

損害賠償の範囲については、今までの相

当因果関係のルールから、契約に基づくリ

スク分配を基礎として賠償範囲を決定すべ

きとして予見可能性ルールを提案している。

金銭債務の不履行の特則として、絶対無

過失賠償責任を変更して利息超過損害の賠

償可能性を許容する提案をした。また、法

定利率に変動利率を導入した。

契約の解除については、解除制度を�責
任�追及手段ではなく�契約の拘束力�か
らの離脱制度として再構成し、解除をする

ためには帰責事由を不要とし重大不履行を

理由とする解除へと一元化する構成を採用

した。

なお、危険負担については反対債務から

の解放（�契約の拘束力�からの離脱制度）
という点で再構成された解除制度と目的が

同一なので、危険負担制度の廃止を提案し

ている。

【第�準備会に関する報告】

第２準備会は、�法律行為（�条件及び期
限�を除く）��契約の成立��贈与��売
買��交換�等を担当した。
京都大学教授の山本敬三氏より、�法律
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行為、約款・消費者契約、売買�をテーマ
に報告がなされた。

大きな方針として、（１）法律行為法の

見直し（①法律行為概念・制度の維持、②

基本原則の整備・明文化、③無効・取消原

因の現代化）、（２）消費者契約・約款規制

（①消費者契約法の一般法化、②消費者契

約法の統合、③約款規制の導入）の２本立

てとした。

法律行為のうち無効・取消に関し、�暴
利行為の無効��意思能力のない行為の取
消��表示錯誤・事実錯誤の取消��沈黙に
よる詐欺についても取消を認める�等の新
たな規定が複数提案された。また、消費者

契約法の�不実表示の取消�を一般法化し、
�断定的判断の提供の取消��困惑類型の
取消�については締結過程の規制の統合を
図ったとのことである。

また、�基本方針�では、約款規制の導
入と不当条項規制の再編も行われている。

売買法の整備と現代化については、担保責

任の不履行責任化と特則の整備、危険負担

の関係、商事売買に関する規定の一部統合

等について解説がなされた。

【第�準備会に関する報告】

第３準備会は、�債権者代位権・詐害行
為取消権��多数当事者の債権及び債務�
�債権の譲渡�等を担当した。
一橋大学教授の沖野眞巳氏より、�債権
譲渡、保証、多数当事者、詐害行為取消権、

債権者代位権�をテーマに報告がなされた。
�基本方針�策定にあたり、債権譲渡に

ついては、今までの債務者をインフォメー

ションセンターとするという理念を見直し

て、①債権譲渡禁止特約、②将来発生すべ

き債権の譲渡、③対抗要件、④異議なき承

諾を主要課題として取り組んだとのことで

ある。

①は、特約に反する譲渡であっても譲渡

当事者・第三者関係では有効であるとし、

債務者はこの特約を譲受人に対抗すること

ができるがその譲渡を承諾した等一定の場

合には対抗できないとする提案である。

②は、将来債権譲渡の有効性を確認し、

譲渡人の契約上の地位を承継した者に対し

ても、その譲渡の効力を対抗することがで

きるとする。

③は、現在の特例法と同様に対第三者と

対債務者との分離、金銭債権と非金銭債権

との区別、債務者の弁済の規律の明確化を

念頭に置いた提案である。

④は、債務者による抗弁の放棄の効力が

認められるために、放棄の意思と方式（書

面または弁済）の両方が必要であることを

提案するものである。

保証については、連帯保証を今までどお

り保証制度の特則とし、保証人の保護のた

めの制度を設け、貸金等根保証契約に関す

る規定の一般化を図り、保証契約の成立に

ついては債務者と保証人の合意による成立

を認め、債務引受の効果として引受人の負

う債務が保証目的であるときは、保証に準

じて取り扱うことが提案されている。

多数当事者の債権債務関係は、連帯債務

の成立範囲、連帯債務に関する絶対的効力

事由の見直し等につき、提案がなされてい

る。

詐害行為取消権は、弁済等の偏頗行為否

認の対象行為の取扱いにつき２案が併記さ

れた提案となっている。なお、総債権者の

ための責任財産の保全として制度設計すべ

きであるという点では一致しているとのこ

とである。
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【第�準備会に関する報告】

第４準備会は、�消費貸借��使用貸借�
�賃貸借��雇用��請負��委任��寄託�
�組合��終身定期金��和解�等を担当し
た。

東京大学教授の中田裕康氏より、�賃貸、
役務提供その他各種の契約�というテーマ
で報告がなされた。

�基本方針�において、①新たな典型契
約として�ファイナンス・リース�を設け、
②役務型の契約の再編成と�役務提供�の
章の配置、③継続的契約に関する規定、そ

の他既存の各種の契約の現代化・平明化を

行う提案がなされた。

①は、ファイナンス・リースを�リース
提供者が、ある物（目的物）の所有権を第

三者（供給者）から取得し、目的物を利用

者に引き渡し、利用者がその物を一定期間

（リース期間）利用することを忍容する義

務を負い、利用者が、その調達費用等を元

に計算された特定の金額（リース料）を、

当該リース期間中に分割した金額（各期リ

ース料）によって支払う義務を負う契約�
と定義し、リース期間の開始、リース提供

者の義務、利用者の義務等について提案が

なされたものである。

②の�役務提供�は、請負や委任等の役
務の提供を目的とする契約の総則という位

置づけを持ち、さらに、それらのいずれに

も該当しない契約の受け皿として１つの典

型契約としたものである。

③は、契約関係における継続性という横

断的観点から規律をしたものであり、継続

的契約を�契約の性質上、当事者の一方ま
たは双方の給付がある期間にわたって継続

して行われるべき契約�とし、�ただし、

総量の定まった給付を当事者の合意により

分割して履行する契約（分割履行契約）は、

これに含まない�と定義し、契約の終了、
解除の効果等について提案がなされている。

ほかに、要物契約とされていた�使用貸
借��消費貸借��寄託�を諾成契約化した
提案をしている。

【第�準備会に関する報告】

第５準備会は、�条件及び期限��期間の
計算��時効（消滅時効）��債権の消滅�
等を担当した。

神戸大学教授の山田誠一氏より、�債権
の消滅等�をテーマに報告がなされた。
①弁済、②相殺、③一人計算（�いちに

んけいさん�と読ませる）、④債権時効が
主な報告内容である。

①弁済につき、現民法は正当な利益を有

する者以外の者は、債務者の意思に反して

まで弁済をすることができないが、�基本
方針�では、債務者の意思に反して弁済を
することができるが債務者に対して求償権

を取得しない、とした。また、弁済による

代位についても、任意弁済を廃止する提案

をした。

②相殺につき、受働債権については、そ

の弁済期到来を相殺適状の要件とせず、自

働債権に抗弁権が付着していないことを相

殺適状の要件として明らかにし、相殺適状

の規律について現在の解釈を明文化する提

案をした。ほかに、相殺の効力や債務者以

外の者による相殺について規定の改正また

は新設を提案している。

③一人計算とは、多数当事者間の債権債

務関係を決済するために用いられることを

予定した新規の制度である。

④債権時効についての提案の基本的な考
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え方は、可能な限り時効期間を統一する、

起算点について見直す、時効障害を合理化

する、時効の効果について２通りの考え方

を示すというものである。債権時効期間は、

下記ＡまたはＢのいずれかの経過により満

了する。Ａ：債権を行使することができる

時から〔１０年〕。Ｂ：債権者が債権発生の

原因および債務者を知ったときは、その知

った時または債権を行使することができる

時のいずれか後に到来した時から〔３年／

４年／５年�具体的な数字は今後各界各層
との対話を経て決定する〕。また、現民法

の短期消滅時効規定を廃止し、時効期間は

可能な限り統一すべきとし、人格的利益等

の侵害による損害賠償債権については例外

を設ける提案がなされた。

債権時効に係る時効障害について、現民

法の中断と停止に対し、�更新��進行の停
止��満了の延期�という新たに３種類の

時効障害を設けることが提案されている。

時効期間満了の効果として、一般的な規

律につき、甲乙両案を併記した提案となっ

ている。甲案は、現民法と同様に債務者の

�時効の援用�により債権が消滅するとす
る考え方。乙案は、債務者は�履行拒絶�
をすることができ、これにより債権の請求

力と強制力が失われるとする考え方である。

また、債務者以外の者（保証人・物上保証

人）に対する規律としても、２つの案を併

記した提案となっている。甲案は、現民法

と同様、主たる債務の時効の援用をするこ

とができるとする考え方。乙案は、主たる

債務者が履行拒絶権を行使するか否か見極

めるため、履行を留保することができるに

とどまるという考え方である。ほかに、債

権時効によって履行を拒むことができる債

権を自動債権とする相殺、形成権に係る期

間制限についても提案がなされた。

【最後に】

経済実務に関わる立場として民間会社の

法務担当者２名と法律実務に携わる観点か

ら弁護士２名（いずれも個人としての資格

に基づく）より、それぞれ上記報告を踏ま

えてコメントがなされ、その後会場内の聴

衆より書面で質問を受け付けて各報告担当

者から詳細な補足説明がなされた。

質問事項は全領域に亘り、１００通を超え

る質問用紙が提出されるという関心の高さ

であった。

世界市場がグローバル化するなかで、市

場の一番基礎にある法的インフラとしての

債権法の見直しは急務である。�委員会�
の改正試案は、今後１００年をにらんだ抜本

的な改正を目指すものであり（同じような

スタンスで改正案を作成している研究者グ

ループがほかにも複数ある）、あるべき改

正の姿について各界において活発な議論が

なされることが期待されている。

（月報発行委員会 赤松 茂

莅戸安彦）


